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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
（１）行政の調査義務とは 
すべての行政活動は、当該行政活動を行う

行政機関による、情報収集を必要とする。例
えば、行政庁が一定の行政処分を行う場合、
当該行政処分の処分要件となる事実が存在
しなければ、処分庁は処分を行うことができ
ない。また、行政庁が、調査を行なわねばな
らないのは、処分要件となる事実だけとは限
らない。場合によっては、当該処分を行う際
の法解釈の適法性についても調査や検討を
行うことが要求されることもある。したがっ
て、行政機関が何らかの行政活動を行う場合、
常に、一定の事実や法解釈についての調査が
必要であり、このような調査は、権限行使に
関して義務付けられうることがわかる。 
そして、注意すべきは、このような行政の

調査義務は、必ずしも法令によって規定され
ているとは限らないと言うことである。例え
ば地方税法には調査義務を定めた規定がみ
られるし、一部の警察規制に関する法令にも
調査権限を定めた規定はみられる。例えば、
出入国管理難民認定法や食品衛生法があげ
られるであろう。しかし、これらの法令の規
定であっても、調査の方法や程度や手続につ
いては明確な規定を置いているわけではな
く、その意味では担当行政機関の広範な裁量
にゆだねられていると考えられる。また、実
際にはそもそも調査に関して法令の明示の
規定がみられない場合も少なくない。このよ
うな場合には、法令ではなく、当該制度の法
的なしくみや条理から調査権限や調査義務
が導かれることとなる。 

 
（２）行政の調査義務の意義 
 以上のように、行政には常に何らかの調査
義務が課せられるが、法による規律はそれほ
ど厳しいものではないと言うことができる
であろう。 
では、調査権限や調査義務は、訴訟レベル

ではどのような意味があるのであろうか。特
に国家賠償請求訴訟においては、調査権限の
行使やその義務は重要な問題であり、職務上
の注意義務違反の内容として、よく取り上げ
られるところである。例えば、規制権限の不
作為に関する訴訟においては、予見可能性に
関わって、規制を行う行政機関がどの程度の
調査義務を負っていたのかは重要な問題で
ある。例えば、薬害に関する国家賠償請求訴
訟であれば、当該薬害の危険性を、規制権限
を有する行政機関がどの程度知っていたか
が重要な争点とされる。したがって、どこま
で調査する義務があったかは重要な問題と
なるからである。 
規制権限の不作為以外の国家賠償に関す

る事案であっても同様であって、当該行政活
動の違法性やその根拠となる事実を認識し
ていたか、認識できたかについては、国家賠
償法上の違法あるいは注意義務違反の問題

として。論じられることが多い。 
ひるがえって、国家賠償請求訴訟以外の訴

訟、例えば、抗告訴訟等の行政訴訟ではどう
か。これらの訴訟においては、調査義務が直
接問題になることはそれほど見られない。当
該事実の存在や行政活動が違法なのかが端
的に論じられることが一般的で、調査義務自
体が独自に取り上げられることはないから
である。しかし、それは独自に取り上げられ
ることは少ないというだけのことであって、
調査義務の重要性においては、変わりはない
ものと考えられる。 
 
（３）行政の情報提供義務 
 行政には情報を収集する調査義務だけで
はなく、情報を提供する義務も存在する。適
切な情報を国民に提供することは、行政に課
せられた義務の一つであるからである。 
 しかし、調査義務だけではなく、情報提供
義務についても多くの場合法令の根拠はな
いか、あったとしても概括的な規定に限られ
てきたのであり、その手法や内容は、やはり
行政の裁量にゆだねられてきたのである。 
 
（４）これまでの状況 
 行政の調査義務も情報提供義務も、国家賠
償請求訴訟のなかで個別に取り扱われるこ
とが多く、「どのような場合に、どのような
根拠に基づいて、どのような内容の」調査の
義務や情報提供の義務が課せられるかにつ
いては、総合的に検討する機会は少なかった
と考えられる。本研究はこのような状況から、
行政の調査義務等につき、上記のような点を、
個々の国家賠償請求訴訟にとどまらず、全体
的に明らかにしようとするものである。 
 
２．研究の目的 
 
研究当初の状況は上で見たとおりであり、

また、研究目的と一部重複はあるが、次に、
上記の内容を踏まえて、本研究の目的を明ら
かにする。 
本研究では、第１に、行政にどのような情

報提供・行政調査義務が課せられるか、また、
それはどのような法的根拠に基づくか、さら
に具体的にどのような内容の義務が課せら
れるのかを明らかにすることを目的とする。
とりわけ、法令上明文の根拠がない場合や、
｢条理上｣情報提供･行政調査義務が認められ
る場合も対象として研究する。 
第２に、裁判所による司法的な統制がどの

ように行われるかについての検討を行う。研
究の素材としては、国家賠償請求訴訟を主な
対象とするが（既に見たように、情報提供や
調査義務が争点となった訴訟の多くが、わが
国では国家賠償請求訴訟である）、国家賠償
請求訴訟以外の訴訟手段による司法的統制
についても近年行訴法改正により見られる
ことからこれらも素材とする。 
第３に、本研究では、コンセイユデタ判決



を中心に、主にフランス行政判例を素材とし
て比較法研究を行うものとする。というのも、
フランスの行政判例は、これまでわが国であ
まり見られなかった上記のような義務を扱
う判例が見られるからである。フランスの判
例においても、行政賠償責任(わが国の「国家
補償法」に該当する)が中心となるが、これら
のフランスの行政判例の知見に基づいて、わ
が国との比較法研究を行う。 
 
３．研究の方法 
 
 本研究は、上でも述べたように、行政にど
のような情報提供・行政調査義務が課せられ
るか、また、それはどのような法的根拠に基
づくか、さらに具体的にどのような内容の情
報提供･行政調査義務が課せられるのかを明
らかにすることが目的である。したがって、
これらの点をどのような研究の方法によっ
て明らかにしていくかを整理する。 
 
（１）わが国における調査義務･情報提供供
義務の分析 
 まず、行政に課せられる調査義務や情報提
供義務は、どのような法的根拠に基づいて課
せられるかであるが、多くの場合、法令や条
例の規定によるものである。したがって、ま
ずはこれらの条文から行政調査や情報提供
の権限を授権する規定を抽出し整理してい
く必要がある。 
 次に、上での整理による各条文の規定は、
多くの場合それほど要件や手続を明示せず、
明確な内容を有するわけではない。また、た
とえ条文が何ら存在しなくても、例えば行政
に調査義務が課せられることはありうる。と
いうのも、行政に処分権限を与える法令があ
れば、それはその具体的な内容は別として、
行政に対して処分要件となる事実の調査を
要求していると解釈できるからである。また、
何ら条文の根拠なしに、条理によって調査義
務は情報提供義務が行政に課せられること
もあると考えられる。これらの条文を手がか
りとして考えることができないか限界があ
る場合、具体的な判例の整理とその分析によ
って研究を行うこととなる。例えば、行政に
調査義務が課せられているとして、何をどこ
まで調査すべき義務があるのか、という点を
研究する場合、個別法の規定と行政領域によ
って異なるといわざるを得ないが、これらを
検討するために判例が重要となるであろう。 
ただ判例を収集しても検討するための前

提とすることは困難であるため、一定の類型
を考えることができる。すなわち、第１が、
法令上調査権限が明示されている場合であ
る。必ずしも明確ではないであろうが、ある
程度ははっきりした内容を有する場合であ
る。第２に、処分権限を定めた規定は存在す
るが、特に調査権限等を定めた規定はみられ
ない場合である。この場合は各個別法の解釈
によって、調査義務やあるいは情報提供義務

の内容が決まってくることになるであろう。
第３に、条文上の手がかりが全くなく、専ら
条理上の調査義務や情報提供義務が論じら
れる場合である。 
以上の類型に分けて、各判例の分析から、

はじめに述べたように、調査義務や情報提供
義務の法的根拠や、さらにはその具体的内容
（どこまで調査すべきか）を明らかにしてい
くものとする。 
 
（２）比較法研究 
 わが国における分析としては、上で見たよ
うに実定法と判例を中心とした整理によっ
て明らかにすることができるが、その問題点
や、あるいはその解決策を検討するとすれば、
比較法的視点は欠かせない。 
 本研究においては、上でも見たように、フ
ランス行政判例との比較研究を行うことと
する。フランスは、国家賠償請求訴訟の裁判
例にわが国と類似するものが多い国であり、
比較法的な研究が適切な国であるが、調査義
務や情報提供義務に関しても、豊富な行政判
例が見られ、わが国との比較を行うことが適
切と考えられる。フランスに調査義務に関す
る判例が豊富な理由は、予防原則等の法原則
が憲法上の効果を有することがその理由の
一つであり、この点はわが国とは異なる点で
あるが、フランス行政判例は、予防原則が憲
法原則化する以前から、調査義務や情報提供
義務を肯定していた（参照、拙稿「フランス
におけるアスベスト被害と国家賠償責任」立
命館法學 311 号（2007 年）218 頁以下）ので
あり、このような判例理法理の存在はわが国
の現状を研究する上で、いわば補助線のよう
な役割を果たしうるものと考えられる。 
 以上のような見地から、フランス行政判例
との比較研究が本研究においては適切と考
えられた。 
 
４．研究成果 
 
（１）調査義務の根拠と成立要件 
①一般的義務 
 行政が行政活動を行う上ではその前提と
して、処分要件の存在や様々考慮すべき事実
の存在を認識する必要があり、それらを調査
し、それを国民に提供することがありうるの
は当然であり、少なくともすべての行政活動
については、その前提として一般的な調査義
務が存在すると考えてよいであろう。根拠と
してよくあげられるのは、法律による行政の
原理、個々の立法の趣旨、あるいは憲法 73
条 1号であろう。 
 ただ、これらの調査義務の根拠は、あくま
でも一般的な義務であり、個別の状況下での
具体的な調査義務や情報提供義務を根拠づ
ける見解としては充分ではない。したがって、
次に個別の分野での調査義務の根拠は何か
検討する。 
②具体的な調査･情報提供義務 



 これらの義務を具体的に導くためには、そ
の前提として、調査や情報提供の権限の存在
が必要である。もっとも情報提供の権限につ
いては後述の②場合に該当することが多い
と考えられるため、①と（ウ）では調査権限
を中心に論じる。 
ａ 制定法上の調査権限 
 これはふたつに分けられる。調査権限その
ものが制定法上規定されている場合と調査
権限は制定法上規定されてはおらず、行政処
分等の権限のみが規定されている場合であ
る。 
第１に、制定法上調査権限が規定されてい

る場合として、裁判例上、よく取り上げられ
るのは、地方税法403条2項や408条である。
これらの規定による固定資産の状況の調査
の義務程度がどれほどのものかについては、
法的義務か訓示規定かで争いがあるようだ
が 、一定の場合に職務上尽くすべき注意義
務としての調査義務の根拠とされることは
争いがない（詳細は、後掲･拙稿「金銭の給
付や徴収に関する行政処分と国家賠償請
求：最高裁平成２２年判決を踏まえて」）。ま
た裁判例が見られるものとして、入管法 61
条の 2の 14 第 1項、宅地建物取引業法 72 条
1項等が見られる。 
以上の場合のように、制定法が調査権限を

定めている場合には、これらの権限が一定の
場合に調査義務に転じることはありうる。例
えば、地方税法 408 条は、一定の具体性があ
り、裁判例にもこれを根拠として行政の調査
義務が指摘される場合が見られる。しかし、
入管法 61 条の 2の 14第 1項にせよ、宅建業
法 72 条 1 項にせよ、調査が義務付けられる
のはどのような場合なのかについては、条文
からは、必ずしも明らかではない。これらの
例に見られるように調査権限発動要件は明
確ではないし、また、仮に要件を充足すると
しても、調査が義務づけられるかどうかは別
の問題と考えられる。 
第２に、制定法上の調査権限の授権はなく、

行政処分等の一定の行政活動を授権する規
定が存在する場合があり、これらも一定の調
査義務の根拠となることある。例えば、建築
基準法 6条 1項がその例であり、条文上明ら
かではないものの、建築主事らに調査義務が
課せられることがあり得る（後掲･拙稿「違
法な建築確認と国家賠償責任――耐震偽装
国家賠償訴訟を中心に」）。 
ｂ 条理上の義務 
 個別の制定法上の根拠なしに、調査権限や
その義務につき消極的に捉える見解も見ら
れるが 、調査権限の存在は通常は制定法に
よるものであるが、裁判例上は制定法に根拠
なく条理上調査権限を肯定しているものが
見られる。典型例として、東京地判平成 18
年6月7日判時1937号3頁があげられるが、
同判決は、海外移民の事業を推進するにあた
り、行政には、条理上、調査を尽くす義務と
現地の実情を説明する情報提供義務があっ

たことを肯定している。 
 これらのように一定の場合には条理上の
調査権限や情報提供義務が存在することが
あることがわかる。 
 
③調査が義務付けられるための要件 
 以上見たように、行政調査権限が制定法上
明確に規定されているかいないかに関わら
ず、行政処分を授権する規定を根拠として，
あるいは、条理によって調査が義務づけられ
ることがある。 
調査義務の成立要件には学説上あるいは

判例上様々な整理が見られるが、大まかに整
理すると、以下のような基準が想定できるで
あろう。第１に、調査権限の存在だが、これ
はあまり争点とはならないであろう。具体的
には、調査権限を規定する法令の存在、処分
等を授権する規定の存在があげられる。第２
に、調査の必要性の認識可能性があげられる。
第３に、調査が可能であることである。強制
調査であれば法令の存在やその要件の充足、
任意調査であれば相手方が調査に協力する
ことが客観的に予測できることといった点
があげられるであろう。第４に、フランスの
行政判例にも同様の指摘をするものも見ら
れるところであるが、調査権限が重要な権利
の保護に関わるものかどうかである。 
 
（エ）条理上の調査義務及び情報提供義務の
成立要件 
 条理上の調査権限と情報提供義務の成立
要件は共通して説明することができる氏、上
で見た東京地判平成 18 年判決のように、セ
ットで扱われることもすくなくない。その性
質上国家賠償請求に関する判例が殆どであ
る。 
これらの事例で行政調査や情報提供が義

務付けられるためには、上記のような制定法
が存在する場合の基準の他に（制定法に関す
る基準は除かれる）、以下のような基準が考
えられるであろう。第１に、行政が違法状態
の作出に関与していた場合や、危険な状況に
私人を積極的に勧誘していた場合である。い
わゆる「作為起因性の不作為」のような場合
で、行政が違法な状態を作出していた場合、
それに対応するために調査義務や情報提供
義務が成立することがありうる。第２に、包
括的な安全配慮義務を行政が負う場合考え
られる。学校事故で行政に安全配慮義務が包
括的に認められることから調査義務が導か
れる場合がその例である。 
 
（２）調査義務の内容 
 本項目は、情報提供義務についてはやや別
の問題となるので、行政調査を中心に触れる。 
①調査義務の対象 
調査権限が肯定され，調査が義務づけられ

るとした場合、行政は何をどこまで調査しな
くてはならないのか。何を調査しなければ調
査義務違反として違法と考えられるのであ



ろうか。 
 端的には、学説が指摘するように、行政処
分に代表される一定の行政活動を行うかど
うかの判断にとって、重要な事情であろう。
行政が、処分等の行政活動を行う場合に必ず
認識していなくてはならない点であり、それ
は、行政が考慮すべき事項（考慮事項）とい
うことになろう。また、このように考えるこ
とで、行政調査は、行政裁量における判断過
程統制審査において、一定の役割を果たすこ
ととなる。 
②調査義務の限界 
 近時、いくつかの論攷で指摘がされている
ように、調査義務には限界があるのではない
かという問題がある。以下、この点を見てみ
よう。 
行政処分においては、考慮事項について行

政に調査義務が課せられると解することが
できる。しかし、特に申請に対する処分にお
いて次のような指摘がなされることがある。
すなわち、個別法の規定やその趣旨･目的か
ら、一定の場合には、申請に基づく処分にお
いては申請者が提出する資料に基づいて、処
分庁は原則として判断することとなり、それ
以上の調査をする義務は負わないことがあ
るのではないか、あるいは行政の調査義務は
制限を受けるのではないかとする見解であ
る （参照、後掲拙稿「違法な建築確認と国
家賠償責任――耐震偽装国家賠償訴訟を中
心に」）。 
 このような見解を採用すれば、国家賠償請
求訴訟においてだけではなく、取消訴訟等に
おいても、調査義務を尽くしたとして、客観
的には処分要件事実が存在するのに、行政処
分が行われなくとも適法とする立場を肯定
することとなる。一種の暫定的な行政処分を
肯定するという立場として考えることもで
きよう。 
 
（３）調査義務と訴訟 
 最後に、訴訟について簡単に触れておく。
調査義務違反や情報提供義務違反について
は国家賠償請求訴訟が主として考えられる。
これらは既に見たので、以下では、行政調査
の請求に関する訴訟を整理しておく。 
 まず、義務付け訴訟（行訴 37 条の 2）によ
る調査権限行使の請求が可能であろうか。 
調査権限が行政処分として法令に規定され
ている場合には、義務付け訴訟（行訴 37 条
の 2）によって、調査を求めることが想定で
きるが、原告適格や｢重大な損害｣等の訴訟要
件が問題になり得よう 
次に、当事者訴訟による調査権限行使の請

求が想定できる。福岡地判平成 18 年 12 月 19
日判タ 1241 号 66 頁は、当事者訴訟による調
査の請求を認めていないが、原告の具体的な
権利利益を保護するための権限行使の前提
として調査義務が認められる場合があれば、
このような訴訟によって調査義務が肯定さ
れることは考えられるであろう。 
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